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●東日本大震災や相次いだ自然災害の際の対応を教訓とし、
　将来の災害に備えた関係者間の連携を図るべき
●大規模自然災害に強い空港づくりを目指すべき
●災害発生時に行政は迅速かつ柔軟に対応すべき

Part❸｜利用者本位の空港づくり

［１］ 災害に強い空港づくり

現状と課題
港では空港運営会社と事業者の連携が十

分に取れず、混乱が生じました。また、

台風21号の際も、連絡橋への衝突によ

るアクセス遮断等について、空港内の利

用者や係員は即時に状況を把握できず、

利用者への情報提供が十分にできません

でした。今後は空港で働くものの安全確

保はもちろん、空港運営に携わる関係者

や国との連携強化を図り、災害発生時の

迅速かつ明確な指示が、全ての利用者な

らびに空港で働く係員に周知されるよ

う、環境を整備する必要があります。

　また、空港の耐震性の向上、有事の際

の交通アクセスの確保や、水道・電気、

汚水処理も含むライフラインの確保等、

災害が発生した場合においても空港の機

能を一定程度維持できるよう、施設面に

関する整備も必要です。

災害後のレビュー、検討の状況

　2011年10月、国土交通省で取りまと

めた「空港の津波対策の方針」や、2013

年６月に策定された「空港の津波早期復

旧対策の方針」など、津波対策が策定さ

れました。さらに2015年９月に閣議決

定された新たな社会資本整備重点計画で

は、「災害に強い国土・地域づくりを進

める」というプログラムの中で、航空関

連については、緊急物資輸送や人流・物

流の拠点となる空港の耐震対策や液状化

対策を推進することが示されました。

　東日本大震災の教訓を活かした対策が

図られる中、2016年４月に発生した熊

本地震では、熊本空港の管制業務の資格

を保有する管制官を迅速に派遣し、地震

発生３日後から24時間管制の体制を構

築できました。一方で、空港ターミナル

施設の損傷により、旅客機は３日間運航

できませんでした。今後は、耐震対策の

あり方や、保安検査・手荷物受託等の施

設が被災している場合の運航再開に向け

東日本大震災の発生

　2011年３月に発生した東日本大震災

では、大津波によって、岩手県・宮城県・

福島県の沿岸地域を中心に大きな被害を

もたらしました。航空関係では、仙台空

港が津波によって冠水し、空港機能が失

われ、その他の東北・関東地方の空港で

も地震によって航空機やターミナルビル

が損傷しました。また、羽田や成田にお

いても、地上交通機関の混乱により、翌

日まで利用者が空港に滞留せざるを得な

い状況となりました。運航に関しては、

首都圏空港の滑走路が一時閉鎖されたた

め、多くの便が他空港への目的地外着陸

（ダイバート）を余儀なくされ、管制機

関に混乱が生じました。

2018年に相次いだ自然災害

　2018年は、大阪北部地震、西日本豪

雨、台風21号、北海道胆振東部地震など、

相次ぐ自然災害が発生しました。特に台

風21号の影響では、関西空港の滑走路

が冠水したことに加えて、空港連絡橋に

タンカーが衝突したことによりアクセス

が遮断され、空港が孤立する状況となり

ました。北海道胆振東部地震では、新千

歳空港の旅客ターミナルビルに大きな損

傷が発生し、電力供給の問題などから、

全面閉鎖を余儀なくされました。

自然災害・津波対策を踏まえた課題

　今後の大規模自然災害への備えとし

て、東日本大震災での対応や2018年の

関西、新千歳の閉鎖を踏まえ、行政・空

港運営会社・事業者ともに災害対策につ

いて整備を継続していく必要があります。

　まずは空港における利用者への対応に

ついて、特に東日本大震災時の首都圏空

た調整や手順を振り返る必要があります。

　こうした昨今の災害の発生を受け、各

空港において震災対応に関するレビュー

や緊急避難計画の取りまとめ、事業継続

計画（BCP）の策定や今後の震災発生

に向けたシミュレーション、訓練等が行

われています。一方で、コンセッション

が進み、各空港の運営主体も変化してき

ている中で、運営者による統括マネジメ

ントが前提となっていますが、各空港の

特性や安全性、スピード感を重視しつつ、

国としても災害対策を進めるべく運営権

者との連携を強化する必要があります。

　各空港では「避難経路の表示や放送が

利用者にとって認識しにくい」「事業者

毎に備蓄品を管理しており、十分な運用・

想定がなされていない」「訓練が形骸化

しており、一部の空港勤務者しか実施で

きていない」等、課題は多く残っています。

　さらに、社会インフラ上の防災拠点と

して、空港の機能拡充を目指すのであれ

ば、その責任主体や財源についても適切

に役割分担される必要があります。

今後想定される災害への検討状況

　東日本大震災の教訓を踏まえ策定され

た「南海トラフ地震等広域的災害を想定

した空港施設の災害対策のあり方」によ

り、広域的で大規模な災害の発生を想定

した空港施設の災害対策が整理され、各

種対策が進められていましたが、昨今の自

然災害は想定以上の事象が発生し、新た

な対策を講じる必要性が高まっています。

　これらを背景に、2018年10月に「全

国主要空港における大規模自然災害対策

に関する検討委員会」が設置され、主要

空港の機能確保等の対策について検討さ

れました。同12月には中間とりまとめが

公表され、自然災害に対応する適応力の

強化、空港運営体制の構築、空港の維

持・復旧を目的としたBCPの再構築等、

緊急に着手すべき課題がとりまとめられ

ました。さらに最終とりまとめとして、

2019年４月に 「災害多発時代に備えよ

!! ～空港における「統括的災害マネジメ

ント」への転換～」が策定されました。

これを全国主要空港の関係者と共有し、

大規模自然災害に強い空港づくりを目指

していく方針が示され、その具体化に向

けて「空港における自然災害対策に関す

る検討委員会」も設置されています。
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活かし、燃料や食料等の備蓄量や備蓄方

法等を含め、災害に強いライフラインの

実現に向けた検証を行う必要があります。

　さらには、過去の災害の教訓を踏まえ、

災害時にも早期に復旧できる空港アクセ

スを構築するべきです。特に関西空港の

事例を教訓に、全国の海上空港を中心に、

緊急避難として活用できる交通手段も検

討するべきです。例えば、災害により道

路と鉄道アクセス等が寸断され、陸の孤

島になることを想定し、船舶を活用した

移動・輸送手段について検討すべきです。

行政の迅速かつ柔軟な対応

　災害発生時は、これまでの慣習や運用

ルールに捉われない、臨機応変な対応が

求められます。行政においても同様であ

り、利用者・従業員の安全・安心の確保

を最優先し、人道的な観点から平時の規

制や運用ルールに縛られることなく迅速

かつ柔軟な判断と対応が必要です。

　例えばダイバート先空港でのCIQ対応

では、国土交通省・財務省・法務省・厚

生労働省などの関係省庁及び自治体等が

利用者の安心・安全確保を第一に考え、

省庁間で連携を図ることが必要です。

空港の機能拡充に対する
国・自治体の責任と財源のあり方

　災害に強い空港づくりに向けた空港の

機能拡充や大規模災害に備えた空港の点

検・整備等を行う際は、その役割・責任

のあり方について、事業者や空港設置管

理者等の事業者中心の考え方に拘ること

なく、防災という位置づけから、国や自

治体が責任主体となるべきです。

　関西空港の防災機能強化について、浸

水を発生させないための設備投資や、早

期復旧対策等の実施に向けて、1,500億

円の財政投融資を活用することが2018

年12月に公表されました。災害への対

応として、空港の防災機能の強化を行う

必要性は高まっていますが、財源のあり

方については空港の運営形態や特性を踏

まえ、慎重に検討する必要があります。

　また、備蓄品の確保等、航空輸送とし

ての役割を超える部分については、必要

な項目や量等、国としてガイドラインを

定め、財源については、空港整備勘定以外

の財源から拠出するよう検討すべきです。

多発する自然災害を教訓とする
将来の災害に備えた連携

　地震、台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂

災害、津波、火山噴火など、あらゆる災

害の発生を想定して、災害対象となった

空港の機能低下あるいは停止を前提とし

たシミュレーションや訓練を行い、災害

に強い空港づくりに向けた空港関係者の

連携を強化していく必要があります。

　東日本大震災や2018年に多発した自然

災害は、あらゆる面で想定以上の事象が

発生したと言われています。空港勤務者

は、利用者の安全な場所への誘導、食料・

毛布の配布等、空港運営会社と連携した

迅速な対応を図りましたが、これまでの

災害対応マニュアルや訪日外国人旅行者

への対応等、一連の過去の対応を将来に

向けた教訓として活かす必要があります。

　南海トラフ巨大地震については、

2014年３月に南海トラフ地震防災対策

推進基本計画が整備され、「南海トラフ

地震等広域的災害を想定した空港施設の

災害対策のあり方」が取りまとめられま

したが、具体的な対策や整備を早急に実

施するべきです。

　「災害多発時代に備えよ!! ～空港にお

ける「統括的災害マネジメント」への転

換～」のとりまとめでは、「これまで経

験したことのないレベルの被害を全ての

関係者が十分想定する」、「現場の意思決

定者が全ての関係者を統括する体制を構

築する」、「電源喪失時の対応やアクセス

交通途絶時の対応等の検討」をはじめと

するBCPの策定等、緊急に着手すべき課

題が示され、今後全国の空港に展開され

る計画です。空港管理者は空港関係者を

巻き込み、災害発生時の保安対策も含め

た災害に強い空港づくりの具現化に向け

た実効性の高い対応策を早期に取りまと

め、関係者間で共有する必要があります。

　また、東日本大震災と同様に首都圏空

港が閉鎖された場合、多くの便が他空港

へダイバートすることが予想されるた

め、国は「緊急ダイバート運航総合支援

システム」を有効に活用すべきです。同

システムは原則年に１回システムテス

ト・訓練が実施されていますが、現時点

では事業者との十分な連携は図られてい
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ません。今後は管制機関と事業者で、シ

ミュレーション等により連携を強化し、

災害に備えた対応を図るべきです。加え

て、国際線であれば、受入空港での入国

手続きの発生や、日本の空域内での運航

の制限も考えられます。訪日外国人旅行

者が急増していることも踏まえ、シミュ

レーションは大規模かつ広範囲に、関係

者の防災意識・危機管理意識向上の観点

からも早急に実施すべきと考えます。

　今後の災害発生に備えたシミュレーシ

ョンや訓練、備蓄等については、各空港

や自治体任せにせず、国として方針を掲

げ、実施状況や内容に大きなバラつきを

発生させないことが重要です。また、空

港全体で連携した対策が講じられている

か、訓練が形骸化していないかという視

点でも状況を確認する必要があります。

特に訓練については、複数回開催により

空港で働く多くの人が参加できるよう検

討し、さらには、ユニバーサル・多言語

対応など幅広い工夫も必要です。今後は

国や各事業者等の関係者が一層の連携を

図り、訓練を充実させるべきです。また、

対策や避難計画を従業員に周知し、空港

で働くものの防災意識を高めることも重

要です。あわせて成功事例の空港間での

情報共有も有効です。

防災拠点としての空港の活用と対応

　東日本大震災において、道路・鉄道が

寸断され、移動手段が限られた中で、空港

の防災拠点としての重要性が改めて認識

されました。特に、DMAT（災害医療派遣

チーム）や人員・物資の輸送拠点として活

用されたことや、仙台空港の場合、利用

者はもちろん、地元住民の方の緊急避難

場所としても重要な役割を果たしました。

　今後、災害発生時の対応等について国

や各自治体で検討する場合には、航空ネ

ットワークの維持（他交通モードや他空

港による代替性の確保・被災空港の機能

低下の極小化）の必要性等、空港の果た

す役割も踏まえる必要があります。

ライフラインと空港アクセスの確保

　災害に強い空港づくりに向けては、災

害発生時のライフライン確保の体制を整

備しておく必要があります。台風21号に

よる関西空港滑走路の浸水、北海道胆振

東部地震による停電や断水などの教訓を
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●拠点空港を中心に空港アクセスの利便性向上を実現すべき
●利用者の声を活かし、「人にやさしい空港」をつくるべき

Part❸｜利用者本位の空港づくり

［２］ 空港の利便性向上（利用者の視点）

現状と課題

首都圏空港アクセスの実態

　羽田・成田各空港から都心、また両空

港間のアクセスを改善することが、日本

の国際競争力を向上させていく観点から

も重要ですが、現状としては、乗換えが

発生することや、直通運行でも両空港間

は１時間半以上を要し、利用者にとって

未だ便利とは言えません。

　成田空港のLCC就航便数拡大や羽田空

港の深夜早朝国際線増便に対し、空港ア

クセスの一部改善が見られますが、運行

ダイヤや時間帯に課題があります。今後

も、成田空港の夜間飛行制限緩和をはじ

めとする環境変化への柔軟な対応が重要

です。訪日外国人旅行者の増加に対する

多言語化や混雑緩和への対応、乗換駅に

おける複雑な動線やバラつきのある案内

表示の見直し、さらに繁忙期を中心とし

た駐車場混雑等への対応も急務となって

います。加えて、2014年２月の首都圏

での大雪の際、羽田・成田への空港アク

セスが遮断された事象を踏まえ、除雪体

制確立等も課題と考えます。

　2016年４月には、交通政策審議会陸

上交通分科会鉄道部会（以下、鉄道部会）

で、「東京圏における今後の都市鉄道の

あり方」に関する答申が示されました。

目指すべき姿の実現に向けた検討の結

果、国際競争力の強化に資する都市鉄道

として、「都心直結線」・「羽田空港アク

セス線」の新設や航空との連携強化など

に関する意義と課題が示されました。一

方、2015年７月の同部会中間整理にお

いて、「既存ストックの有効活用を図る

観点から、まずは既設路線の改良で対応

し、それでもなお、課題に適切に応えら

れない場合に新規路線の整備の検討を行

う必要がある」という課題認識を踏まえ、

新規路線開設には、慎重に検討を行うべ

きだということも改めて指摘されていま

港旅客ターミナルビル等のバリアフリー

に関するガイドライン）」が改定されま

した。これにより、空港ターミナルビル

等のバリアフリー化等の推進が期待され

ます。

　また、国際線就航空港を中心にエレベ

ーターの昇降待ちのため、多くの車椅子

が並んでいる状況も散見されます。エレ

ベーターの増築や改修も含め、さらなる

環境整備が必要です。

イレギュラーへの対応

　訪日外国人旅行者を中心に航空需要が

増加しており、災害時や悪天候等による

利用者への影響が一層懸念されます。具

体的には、空港からのアクセスに不慣れ

であることやイレギュラー時の多言語対

応が不十分であることに加えて、ダイバ

ートした場合の入国手続き等の受入体制

に係る課題も顕在化しています。なお、

昨今の大規模自然災害をふまえ、各空港

でBCPの再構築が実施され、代替え交通

手段の確保や利用者への情報提供などが

盛り込まれています。

　また、成田空港では、成田国際空港株

式会社が主催して、悪天候を想定した緊

急対応訓練を関係機関と連携して実施し

ています。また、新千歳空港では降雪な

どによるイレギュラーで航空便が運休・

遅延した際、利用者が空港で滞留するこ

とを回避するため、宿泊や二次交通の円

滑な案内を目的に、航空会社や宿泊・交

通事業者が連携してメーリングリストを

作成し、対応しています。

利用者の立場から

　従来から、手荷物検査場や出入国手続

きの混雑、飲食店舗の営業時間や割高な

料金等、空港ターミナルビル内の施設に

対し、多くの問題点が挙げられています。

特に訪日外国人旅行者の急増により、空

港内のトイレやゴミ箱の場所や使用方法

が利用者に伝わっていない状況も散見さ

れています。また、深夜早朝の国際線増

便への対応として、羽田や関空などの

24時間空港においては、利用者の寝泊

まりも増えていますが、深夜帯における

安全・安心の確保に向けた取り組みも必

要です。

す。一方、「羽田アクセス線」については、

JR東日本が2019年５月に「環境影響評

価調査計画書」を東京都に提出しました

が、開業までは10年程度かかるとみら

れています。

　また、空港アクセスバスに関しては、

2014年３月に示された「東京国際空港

の望ましいアクセスのあり方に関する検

討会」の答申と実証運行の結果を踏まえ、

深夜早朝時間帯における羽田空港と都心

を結ぶアクセスバスの運行が開始され、

現在も運行が継続されていますが、国際

線の増便や利用者ニーズにあわせ、さら

に改善に向けて取り組むことが重要です。

空港施設におけるバリアフリー化

　2016年４月からの障害者差別解消法

の施行に加え、2017年２月に取りまと

められた「ユニバーサルデザイン2020

行動計画」において、2020年東京オリ

ンピック・パラリンピックを契機として、

世界トップレベルのバリアフリー化や、

空港アクセスバスのバリアフリー化など

が行動計画として示されました。また、

国は旅客ターミナル施設と航空機の乗降

口との間の経路において、障がい者や高

齢者等がスムーズに移動することができ

るよう移動支援措置を設けることを本邦

航空会社および外国航空会社に義務付け

るべく、航空法施行規則を一部改正しま

した。今後も利用者の視点を重視した「人

にやさしい」空港づくりと空港アクセス

の構築が重要になります。

　空港施設におけるバリアフリー化の取

り組みは、他交通モードに比べて進んで

いるものの、各空港からは依然として

様々な課題があがっています。例として、

運航機材の小型化が進んでいるにも関わ

らず、大型機用駐機場の使用を余儀なく

され、その結果、旅客搭乗橋（PBB）の

傾斜が基準より大きくなる空港も見られ

ます。なお、2018年10月に「みんな

が使いやすい空港旅客施設計画資料（空

提言
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構内道路混雑に伴うバスの遅延により、

利用者が搭乗便に乗り遅れるなどの問題

が顕在化しています。増加する航空需要

を踏まえ、適切な規模の駐車場を確保す

るとともに、繁忙期を中心とした公共交

通機関利用促進に向けた周知を、利用者

に広く行う必要があります。

●新たな空港アクセスモデルの検討

　鉄道やバス等のアクセスを担う事業者

の収益性確保の観点と空港アクセスの利

便性を向上させる公共性の観点の両立

が、アクセス改善の実現性を高める上で

は重要です。既に都心と成田空港を結ぶ

低料金のバスや、都心と羽田空港を結ぶ

深夜早朝時間帯のバスが運行される等、

新たなモデルも定着しつつあります。基

本政策部会においても、他モードとの連

携の促進が示されていますが、海外事例

も参考に、空港管理者・利用者・アクセ

ス事業者等の利害関係者がメリットを享

受できる新たなモデルの検討が必要で

す。具体的には観光政策と連動し、航空

利用者以外で空港へ訪れる利用者も繰り

返し空港へ行きたくなるような施設の充

実や、訪日外国人旅行者の移動動向やニ

ーズの分析等、空港活用策についてあら

ゆる角度から考える必要があります。

バリアフリー化の推進に向けて

　今後は整備が遅れている空港を中心に

早期のバリアフリー化を進めるよう、国

土交通省が指導することが重要です。特

に東京オリンピック・パラリンピックの

開催を目前に控え、また日本社会の一層

の高齢化を想定して、誰もが安心して利

用できる環境の整備を進めることが必要

です。具体的には車椅子不足への対応や

施設の更なる拡充、インフラ等のハード

面でのバリアフリー化の徹底にあわせ、

一人ひとりの助け合いの気持ちを持つこ

と等によるソフト面でのバリアフリー対

応の向上を強力に進めていくことも重要

です。

　国際線が就航する空港においては、バ

リアフリー化された空港内動線を複数確

保し、保安面にも配慮された一層高いレ

ベルの対応に取り組む必要があります。

また空港へのアクセスについては、リフ

ト付きバス車両の導入促進、ユニバーサ

ルデザインタクシーの普及、駅施設およ

び車両のバリアフリー化の加速等、着実

に進めていくことが必要です。また、ラ

ンプ内で使用するパッセンジャー・ボー

ディング・リフトや機内まで使用できる

車椅子のニーズが高まっていますが、あ

らゆる想定を行い、事前に検討を行うこ

とが重要です。加えて、PBBの傾斜が基

準より大きくなる場合、施設改修以外の

方法も含め対応を検討すべきです。

　さらに、視覚、聴覚、言語等の様々な

障がいを持つ利用者への対応にも配慮

し、空港で働くもの全体で支えられるよ

う、知識付与や教育等に関係者が一体と

なって取り組む必要があります。

関係者が連携した
イレギュラー対応力の向上

　大雪や大雨、地震等の自然災害による

空港アクセスの遮断などの各空港で想定

されるイレギュラーに対し、除雪体制の

強化や代替交通手段の確保とあわせて、

利用者への的確な情報提供や案内を確実

に実施するべきです。特に、悪天候を想

定した訓練や、関係者間での円滑な連絡

体制、情報共有体制を構築する仕組みの

構築に向け、BCPに定められた各体制の

構築を確実かつ積極的に行うべきです。

その際には、空港管理者が主体となって

関係者をリードすべきです。

利用者の声を活かした
利用しやすい空港づくり

　利用者に再び空港を訪れていただくた

めには、利用者の声を集め、改善に向け

て活動するサイクルの確立が重要であ

り、第三者機関が定期的に評価する仕組

み等の導入の検討や、利用者アンケート

を積極的に活用すべきです。高齢者や空

港の利用機会が少ない利用者、訪日外国

人旅行者の声に加えて、今後は信仰（宗

教）やLGBTへの対応等、幅広い層の方

に「利用しやすい」空港づくりを目指す

必要があります。また、各空港の事例を

国が水平展開することも重要です。

利用者の安全確保に向けて

　利用者の安全の観点からは、24時間

空港を中心に深夜時間帯の警備員増加等

による警備体制の強化や、ランプ内にお

けるAEDの設置の促進に加えて、緊急

搬送の対応として空港内に救急車を配置

するなどの環境整備も必要です。

P
art③

公共交通機関によるアクセス向上

　首都圏空港での利用者の利便性向上に

は、都心と羽田、成田を短時間で結ぶ鉄

道を早期に整備することが必要です。一

方、実現には、約３千億円にのぼる莫大

な事業費の確保や、延べ22万人と試算

している１日あたりの利用者数を確実に

達成できるダイヤ・運賃・所要時間の設

定等、具体的な時期・スケジュールも含

めたさらなる検討を各関係省庁、鉄道各

社、空港運営会社が連携して行う必要が

あります。また、「羽田アクセス線」に

ついては、国際競争力の強化に大きく資

する事業であり、早期に開通するべきで

す。関西地区については、2019年７月

に鉄道局が大阪中心部を南北に縦貫する

「なにわ筋線」の鉄道事業許可を交付し、

2031年春の開業を目指し、関西空港と

大阪都心の梅田駅を直結させることが決

定しました。今後は調査・設計、関係者

との調整を進め、許可を受けた事業とし

て、環境影響評価や都市計画決定等の手

続きを経て、早期着工・早期開業を目指

す必要があります。

　鉄道部会においては、2020年東京オ

リンピック・パラリンピックに向けた、

「国際競争力の強化に資する鉄道ネット

ワークのプロジェクト」として具体的な

検討結果が示されていますが、新しい空

港アクセスの検討にあたっては、働くも

のを含めた全ての利用者の視点をもって

進めることが重要です。空港施設内の動

線や、空港アクセスと他交通モードとの

乗換えは、利用者にとってシームレスな

移動や手続きによって可能とする構造と

し、多言語化や案内表示形態の統一化等

の訪日外国人旅行者への対応も行い、使

いやすさを追求すべきです。

　地方空港においても、今後航空利用者

の増加が見込まれることから、公共交通

機関による空港アクセスの維持・拡充、

レンタカー利用の円滑化、駐車場の確保

が不可欠であり、自治体を含む地域の関

係者による対策の強化が必要です。

●自家用自動車によるアクセス向上

　加えて、自家用車でのアクセスに対し

ても、利便性の向上が重要です。繁忙期

の空港内駐車場は、長時間の入庫待ちや



34 航空連合　2019−2020 産業政策提言

●ランプエリアでの安全が確保できるよう現場の意見に基づき、
　対応を図るべき
●空港内におけるランプパスや港内免許の手続き等のさらなる
　簡略化と各空港の基準の早期見直しを進めるべき

Part❸｜利用者本位の空港づくり

［３］ 空港の利便性向上（働くものの視点）

現状と課題

国における空港内安全への取り組み

　国土交通省は、2013年10月にSSPを

制定し、その実施計画の中で安全情報

の評価・分析を行い、公表しています。

SSPを実効性のあるものとしていくため

に、2014年度から空港安全情報分析委

員会が新設されました。その結果、空港

施設・運用業務に起因する安全上の支障

を及ぼす事態に対しては、発生した空港

の空港管理者から安全情報として国に報

告され、その要因を分析し、当該事業者

が講じた措置及び対策について確認され

ています。報告書では、制限区域内に

おける作業員の人身に係る事故（死亡ま

たは重傷）件数は、2017年度は11件、

2018年度は21件となっています。各事

案の概要・要因・対策については、他の

空港管理者の安全管理活動において、同

類リスクの有無の確認や事態の未然防止

策等に活用できるよう、月毎に取りまと

め、各管理者に情報が共有されています。

PBBタイヤガードの設置

　PBBのタイヤガードは、既存施設への

取付けを含め、順次設置が進められてい

ます。2019年２月時点で、全国677基

あるPBBのうち572基に対してタイヤ

ガードが設置されており、設置率は確実

に増加しています。また、タイヤガード

未設置空港においても、ゼブラマーキン

グなどPBB可動範囲の視認性を高める

取り組みが進められていますが、今後も

PBB更新計画にあわせて、計画的に増設

が進むかどうかを注視していく必要があ

ります。加えて、ランプ内安全教育に関

しても、事業者の定期的な安全講習を半

年に１回義務化すること等、国による監

査で実施状況の確認がされていますが、

港で働くものが安心して働くことができ

るよう、国としての体制や対応手順等の

整備が求められます。

ランプパスや港内免許の取り扱い

　航空需要拡大に伴う増便や新規就航便

の受託対応など空港勤務者は頻繁に他空

港への転勤や出張が発生しますが、ラン

プパスは空港ごとに取得する必要があり

ます。また、臨時パスについては窓口が

一本化されていない空港もあります。業

務効率化の観点から講習会の頻度・申請

にかかる時間等の改善、窓口の一本化な

ど、申請にかかる手続きの簡略化を求め

る声が挙げられています。国としても手

続きが煩雑であることや、窓口が分かれ

ている課題も認識しており、制限区域と

保安区域の立ち入りに関する規定が異な

るものの、手続きの簡素化を図るよう各

空港に周知していますが、改善が図られ

ていないのが実態です。

　一方、国は、グラハン要員の機動的配

置に向けて、グラハン作業等で緊急的に

他空港へ応援に行くものに対し、ランプ

パスより短期間で交付でき、かつ単独で

行動できる「臨時立入承認証」を2018

年４月より導入しました。また、ランプ

内の車両運転に必要とされる免許につい

ても、空港運用基準が見直されました。
※32具体的には、2016年12月から旅客

輸送バス等にかかる二種免許は要件とし

ないこと、2017年３月からGSE車両は

社内教育を受けた普通免許保持者を運転

資格要件とすることなど、基準が緩和さ

れました。加えて、2016年８月には、

空港の車両運転許可を保有している従業

員が、一時的に他の地方空港のグラハン

業務の支援を行う場合、空港管理者によ

る講習及び試験を免除可能とする基準の

見直しがされました。

働くものを取り巻く環境変化

　日本全体の人手不足に関する課題は空

港の職場においても例外ではありませ

ん。産業全体の人手不足が加速している

ことから、人材の確保に向けた取り組み

を進めるとともに、今後は働くものの生

産性向上に資する施設づくりが重要にな

ると考えます。また、利用者にとって魅

力ある空港づくりを進めると同時に、働

くものにとっても働きやすく、魅力ある

働くものの安全の観点で引き続き強化を

図ることが重要です。

ランプ内での被雷への対応

　空港における気象情報は空港運営者か

ら各事業者に伝えられますが、落雷警報

の発令等は各事業者の判断に委ねられて

おり、外航のハンドリング時に混乱を来

すケースも見受けられています。他方、

雷雲が空港の５キロ圏内に発生した際、

空港管理者がランプを点灯させて雷警報

を発出しているマカオの事例や、空港運

営者が一律に警報を発令することで、事

業者が一律に判断することができている

香港の事例は、働くものの安全確保の観

点から参考にすべきです。避雷用アース

ポイントについても、設置を要望してい

る国管理空港に対しては、高松空港の予

備用の１スポットを除く全ての国管理空

港に設置が完了しています。

働くものの安全確保

　近年、就航便の増加に伴い、制限区域

内の車両数が急増しており、車両通行帯

等の慢性的な混雑が発生しています。特

に速度が遅い大型特殊車両等について

は、給油を含む移動そのものが混雑の原

因になっていると考えられ、混雑緩和に

向けた対応が必要です。他にもランプエ

リアの迅速な補修工事に加え、誘導路表

示や車両通行帯等の路面表示の改善、増

加する車両事故への対策、狭
きょうあい

隘な連絡通

路や作業エリアへの対策など、大半の空

港で、まだ改善の余地があると考えます。

　加えて、昨今エボラ出血熱やジカ熱な

どの感染症が流行し、空港においても感

染を阻止する水際対策が講じられてきま

した。国、航空事業者、空港管理者等の

関係者間で迅速かつ的確に情報を伝達、

共有する必要があります。航空利用者へ

の対応の観点に加えて、機内清掃など空
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いる状況もあることから、全国の空港に

おいて手続きの標準化、あるいはワンス

トップ化を検討すべきです。国は引き続

き保安・安全レベルを確保しつつ、円滑

に業務を進めるため、各空港への積極的

に働きかけを行う必要があります。

港内免許の見直しによる効果の早期発揮

　車両運転許可取得に係る講習や試験に

ついては、LCCやチャーター便を含め国

際線が就航するほぼすべての空港で見直

されましたが、今後の新規就航にあわせ

て柔軟に対応していくことも必要です。

　また、今後は一時的な支援者のみでは

なく、異動者も対象とした見直しを行う

べきです。それまでの間は、講習・試験

の開催頻度を増やすとともに、「各空港の

特性のみの講習とする」「事業者への講習・

試験の代行」など、申請方法や講習の簡

略化と全国共通化を検討すべきです。

働くものの視点を取り入れた
環境整備が必要

　空港民営化に伴う空港経営改革の一環

として、効率的な運営や空港利用者なら

びに物流増加に向けた各種施策、空港施

設の改修も進められていますが、利用者

が直接使用しない空港勤務者が活用する

空港施設・設備に対しても投資を行い、

働きやすい環境を整備していくことは、

空港運営の観点からも極めて重要です。

今後も空港で働くものの意見を踏まえな

がら着実に環境改善に取り組む必要があ

ります。

　また、航空関連産業におけるイノベー

ション推進にあたっては、利用者視点に

加え、働くものの視点を踏まえながら、

幅広い観点で検討を進めるべきです。具

体的には、先進機器を導入したとしても

従業員が使いづらいものになっていない

か、メンテナンスをする際に過度な負担

がかからないか等、働くものにとって業

務効率向上に資するものとなるような機

器を導入する必要があります。また、航

空イノベーションの更なる推進に向けて

は、設備とルールの両面で整備を行うこ

とに加えて、空港間における成功事例の

水平展開も進めていく必要があります。

下による凸凹等、安全上問題がある場合

は早期の補修工事が必要です。また、夜

間および降雨時の安全確保の観点から、

反射塗料などを使用した路面表示の更新

を行っていくべきです。

　港内車両の出張給油については、通行

帯混雑緩和および車両事故防止につなが

ることから、非自走車両への出張給油だ

けでなく、主に走行することを目的とし

ない特殊車両についても区分を設け、出

張給油を可能とする環境整備を図るべき

です。また、避雷用アースポイントにつ

いては、国管理空港への設置はほぼ完了

しているものの、国として地方管理空港

の状況を把握しておらず、安全確保の観

点から国の積極的な関与が必要です。

災害発生・雷接近時には
一律的な情報発信が必要

　外航の地上ハンドリングにおいて、複

数の会社が作業を受託しているケースで

は、退避基準の差異が現場の混乱を招く

こともあります。ランプ内における利用

者および作業員の安全確保の観点から、

大規模災害発生時や雷・暴風等の天候不

良時における警報の発令については、退

避基準にバラつきが出ないよう、本来、

国等が中心となって一律に行うべきです

が、安心して働くことのできる空港づく

りに向けて、空港管理者から一律に情報

を発信するしくみを検討する必要があり

ます。これにより、無線を所有していな

い工事関係者や無線が届かない範囲にい

る作業者が状況を認識し、各社の責任者

に判断を確認することができ、迅速な対

応をとることができます。

ランプパスのさらなる改善

　臨時的なランプパスとして、利便性の

高い「臨時立入承認証」が導入されまし

たが、それを取り入れるかどうかは各空

港管理者に委ねられているため、事業者

に対しヒアリングを実施した上で、積極

的に活用する必要があると考えます。

　ランプパス取得手続きについては、他

空港のランプパス所持者は当該空港のセ

キュリティ上の相違点の講習に絞る等、

取得の簡易化等について検討すべきで

す。また出張時等に使用する臨時パスに

ついては、一部空港において取得申請の

窓口が複数あり、手続きが煩雑になって

空港づくりを進める必要があります。

　昨今は全国の国管理空港ならびに地方

管理空港において空港民営化が進みつつ

あり、また、航空関連産業におけるイノ

ベーション推進に向けた取り組みも進ん

でいることなど、空港で働くものを取り

巻く環境や働き方が今後大きく変化して

いくことが予想されます。このような環

境変化を踏まえ、従来以上に働くものの

視点を踏まえた環境整備が重要です。

空港内の安全情報の分析強化

　ランプ内の安全対策については、ハー

ド・ソフト両面からの取り組みが必要で

す。各空港の安全管理者には、警備員へ

の定期的な教育の実施が義務付けられて

いますが、教育を徹底し、内容を充実す

るとともに、危険個所を認識するための

ハザードマップの作成も有効です。また、

SSP実施計画に基づいて、空港安全情報

分析委員会による安全情報の評価・分

析、公表などが進められていますが、国

の対応は各空港管理者への周知と対応策

の確認にとどまっています。安全性の確

保に向け、行政が空港管理者・事業者に

対して、本質的で効果的な対応が図られ

ているか点検し、必要に応じ、改善を求

めるなどの積極的な関与が必要です。ま

た、空港安全情報分析委員会は、学識経

験者および航空局のみで構成されていま

すが、実際に空港で働いているものの視

点も重要であり、他の審議会と同様、労

働組合の参画も必要だと考えます。

すべてのPBBへの
タイヤガードの早期設置

　PBBタイヤガードの設置については、

2010年に国土交通省から出された「旅

客搭乗橋の安全性向上についての提言」

に基づき、設置台数は年々増加するなど

改善が図られつつありますますが、設置

は空港管理者に一任されており、設置完

了まで時間を要しています。さらなる安

全の確保に向けて、国としても継続的な

働きかけが必要と考えます。

ランプエリアでの安全確保

　ランプエリアにおける老朽化や地盤沈

提言

P
art③

〔参考資料〕
※32　グラハン体制強化のための空港運用基準

の見直し（p.86）



る国際航空貨物輸送の割合は約30%に

達しています。国際航空貨物は、高付加

価値製品が中心となっており、需要旺盛

なアジア諸国の成長に伴い中長期的にも

需要が拡大していくと見込まれています。

　また、高速性に優れる国際航空貨物輸

送の重要性は一層高まるものと思われま

す。既にアジア諸国では、今後の国際航

空貨物需要の増大を見込んで、空港整備

や物流施設整備が大規模かつ戦略的に進

められており、日本の取り組みの遅れが

指摘されています。加えて、韓国、香港

に代表されるアジア諸国はハブ空港機能

を拡充させており、日本を経由しないビ

ジネスモデルが拡大しています。今後は、

ハブ空港機能の拡充など国内拠点空港に

おける航空貨物の高速性をより強化する

べく、国をあげた取り組みが必要です。

　現在は、首都圏空港の発着容量拡大等

にあわせて、積極的に大都市拠点空港の

物流施設を整備するとともに物流機能の

24時間化を進めるという方向性が示さ

れていますが、それらの空港の機能を活

用して、劇的に貨物量を増加させるまで

には至っていません。また、成田空港で

は、2017

年４月に日

航貨物ター

ミナルビル

がリニュー

アルされる

等、空港内

貨物施設の

機能強化が

図られてい

ますが、世

界的な貨物

量増や仮陸

揚げ貨物も

増えてきて

日本の物流をとりまく状況

　物流は、我が国の産業競争力の強化、

豊かな国民生活の実現と地方創生を支え

る社会インフラと考えられますが、第４

次産業革命や通販事業の拡大など社会状

況が大きく変化しています。また、貨物

輸送を支えるトラックドライバーをはじ

め物流業界全体の人手不足が顕在化し、

社会全体の問題として認識されつつあり

ます。

　政府はこれらの環境変化に対応し、物

流の生産性向上により我が国の経済成長

を支える「強い物流」を構築する観点で、

2017年に「総合物流施策大綱（2017年

度-2020年度）」を策定しました。今後、

大綱を踏まえて作成された推進プログラ

ムを着実に推進し、航空貨物も含めた日

本の物流を強化していく必要があります。

日本の航空貨物の現状

　日本の産業構造における国際物流への

依存度は高く、日本全体の貿易額に占め

いる中で、施設の狭
きょうあいか

隘化や貨物地区で働

くものの安全確保等は依然として問題に

なっています。また、上屋の分散化も利

便性を低める原因になっています。

　一方、臨時的・一時的に集中する貨物

輸送需要の増大に柔軟に対応するため、

自社の貨物輸送力を補完する目的で、他

の航空会社の機材をチャーターして貨

物の運送を行うエアライン・チャータ

ー制度が2011年に導入されています。

2015年度からは複数の用機者が同一機

材スペースをチャーターする形態も可能

になりました。

貿易関連手続きの現状と電子化

　貿易関連手続きの簡素化を進めること

により、SCMなど企業の効率的物流戦

略に対応することも強く求められていま

す。現在は、情報が分散し関係者間でタ

イムリーな共有が難しく、保持している

情報に差が生じていることや、貿易関連

手続きに多くの書類と時間を要してお

り、迅速で予見可能なリードタイムの実

現を求める企業にとって大きなボトルネ

ックとなっています。

　貿易関連手続きの迅速化を図るため、

電子運送状（e-Air Way Bill、以下eAWB）

の導入に向けた航空会社や航空貨物代理

店の取り組みが進められていますが、今

後も手続きのIT化・EDI化（電子データ

交換）を推進し、データの集積・共有・

活用を図ることは有効です。国際貨物

においては、IATAのカーゴ・サービス・

カンファレンスが、2019年１月から優

先的にeAWBの運用を標準のプロセス

として推奨することを承認しています。

また、国内貨物において、日本航空は

2019年度に、全日本空輸は2020年度

にeAWBに100％切り替え、国内航空貨

物に付随する全ての書類を電子化するこ

とを目指しています。

　NACCS（通関情報処理システム）は、

2017年10月に更新され、また、輸出

手続きの簡素化を目的にNACCSによっ

て一元処理できる証明書範囲の拡大に向

けた対応も徐々に進んでいます。

　利用料金の引き下げ、他国・他省庁・

民間利用者のシステムとのインターフェ

ースの拡充等、新しいビジネスモデルへ

の対応も含めて利便性向上のために引き

続き研究していく必要があります。
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●迅速かつ低コストを実現する物流システムの構築や
　生産性の向上に向けて、新技術の活用・促進、環境整備等に
　官民一体で取り組むべき
●大都市拠点空港を重点的に整備し、空港使用料を低減するな
　ど、世界の物流を日本に取り込む環境を早期に整えるべき

Part❸｜利用者本位の空港づくり

［４］ 貨物物流

現状と課題

総合物流施策大綱に関する有識者検討会 提言 概要

人材の
確保・育成

＋

物流への理解
を深めるため
の国民への啓
発活動等

民 間 + 各省庁等の連携による施策の推進民 間 各省庁等の連携による施策の推進

物流の生産性向上

◆ 物流の生産性向上により、我が国の経済成長を支える「強い物流」を構築する。

「強い物流」:①ニーズ等の変化への的確な対応＋限られた資源（人材・設備）を最大限活用する効率性＋新たな価値の創造

②持続的・安定的なサービス提供（＋働きやすい環境づくり）

③ モノがスムーズに流れ、隅々まで行き渡る

④ リスクに対する強靱さ＋環境面でも持続可能

これらを⑤新技術の活用によって効果的に実現＋新産業育成、⑥人材の確保・育成等 で横断的にサポート

新技術
（IoT、BD、AI等）
の活用による
“物流革命”

＋
物流分野での新
技術を活用した
新規産業の創出

【提言５】
＜革命的に
変化する＞

【提言６】
＜育てる＞

物流の透明化・効率化と
それを通じた働き方改革の実現
（物流事業者・荷主、物流事業者間の連携）

【提言２】＜見える＞

サプライチェーン全体の効率化・
価値創造に資するとともにそれ自体が
高い付加価値を生み出す物流への変革

～競争から共創へ～
（サプライチェーンを構成する関係者の連携）

（物流の高付加価値化）

【提言１】＜繋がる＞

ストック効果発現等のインフラの
機能強化による効率的な

物流の実現
～ハードインフラ・ソフトインフラ一体となった

社会インフラとしての機能向上～

【提言３】＜支える＞

災害等のリスク・
地球環境問題に対応する
サステイナブルな物流の構築

【提言４】＜備える＞

物 流の生産性向上

出典：総合物流施策大網に関する有識者検討会
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　関西空港は医薬品専用施設を用いた高

品質化を進めていますが、施設の利便性

を高めるべく引き続き民間事業者との十

分な協議が必要です。

　羽田空港は貨物取扱量が増加しており、

成田とあわせて効率的な運用を図ること

が求められます。具体的には成田-羽田間

の保税運送を簡易な方式にすることや、

三国間貨物を輸送する保税トラック転送

の検疫免除等、両空港を補完しながら物

流システムを構築できる法整備を検討す

べきです。また、羽田発着の国内線ネット

ワークを活かした地方発着需要喚起のた

め、税関手続きの簡素化等、高速性向上

に向けた検討も必要です。更に施設設備、

特に内際の施設分散等は民間の意見を取

り入れながら、円滑な物流機能を確保し

利便性の向上を図ることも必要です。

　加えて、大都市拠点空港を中心とする

高規格幹線道路などの整備や、メーカー

によるディストリビューションセンター

（物流基地）建設も迅速な物流実現にお

いて有効な手段と考えられます。例えば

中部空港に設置された総合保税地域をモ

デルケースとして活用し、水平展開して

いくことも有効と考えます。また、新千

歳、福岡、那覇などの国際線就航空港に

おいても貨物取扱量は増加傾向にあり、

物流の円滑化に向けた国と地方自治体、

民間事業者が連携した施策が必要です。

　物流政策は、ハード面の整備に加え、

それを活用する企業に対する税制措置

等、支援・促進策も重要です。また航空

以外の他の運送事業者や荷主企業（メー

カー）等関係者の連携を図り、航空貨物

の高速性を維持しながら、人材の確保や

生産性を向上させる取り組みが不可欠で

す。生産性の高い物流ネットワークを構

築するため、国内貨物輸送量の約９割を

占めるトラック輸送と空港・港湾等との

輸送モード間の接続（物流モーダルコネ

クト）も強化していく必要があります。

新技術の活用とEDI化促進

　ソフト面では、これまで各省庁で個別

にシステム化が進められてきた結果、シ

ステム間のインターフェースに多くの課

題が残されています。これらの整備を

行い、行政手続きの簡素化や効率化を

図る必要があります。具体的には、最

新のIT技術の活用による接続性向上と、

NACCSを中核としたオープンかつ国際

標準に準拠したEDI化を促進し、「各種

行政手続きのワンストップ化・シングル

ウィンドウ化」を早期に実現すべきです。

さらに、業界としてのEDI化の促進に加

え、IoTやビッグデータ、AI等の新技術

を積極的に活用することを目指す事業者

に対し、国が積極的に投資する仕組みを

整備し物流全体のIT化を大胆に進めてい

くことが必要です。例えば、貨物の動態

確認作業や貿易の決済等、人の手が多く

掛かっている作業にブロックチェーン技

術（分散型台帳技術）を活用し、貨物動

態をタイムリーに可視化することや、決

済を効率化することで物流業界における

生産性の向上も可能となります。また、

貨物動態のタイムリーな可視化にはデー

タロガー（GPS機能）の利用拡大を推

進することも有効です。

関連省庁のサポート体制強化

　輸出関連の通関制度については、週末

等の特定日に輸出関連施設の混雑が集中

していることから、輸出通関事前報告制

度を導入することで、貨物のリードタイ

ム短縮に効果があります。その結果、道

路渋滞や上屋混雑の緩和、更には予約便

搭載の確実性の向上等が期待できます。

　さらに、予備審査制度や簡易申告制度

のさらなる拡充など、物流促進に向けた

サポート体制を整備する一方で、欧米で

進められてきたような貨物保安に関する

管理体制強化を行いつつ、物流の最適化

を目指すことや、航空貨物輸送企業のコ

ンプライアンス（法令遵守）や税関のリ

スクマネジメントの向上も物流システム

の高度化には不可欠です。

　現在、成田発着貨物の空港コードは

「NRT」、羽田発着貨物の空港コードは

「HND」として運用されており、急遽積

み出し・積み込み空港が変更になった際、

訂正手続きによって貨物の流れが遅くな

っています。成田と羽田に限り都市コー

ド運用を「TYO」に統一するなどの柔軟

な対応が必要です。

　また、有事における航空貨物輸送は重

要であり、「エアライン・チャーター」、

「フォワーダー・チャーター」の適用要

件の柔軟化といった運航規制の緩和につ

いて、引き続き省庁間で連携を図った体

制強化が必要です。

迅速かつ低コストを実現する
物流システムの構築

　世界経済のグローバル化と新しいビジ

ネスモデルに対応し、日本全体および日

本企業にとって国際競争力のある国際航

空貨物輸送を実現するために、ハード・

ソフト両面の環境整備を図り、迅速かつ

低コストの物流システムを構築する必要

があります。国際物流全体で捉えれば、

海運同様に手続きの簡素化・効率化等を

進めていく視点も重要です。そのために

は民間のニーズやEDI化等の実態も踏ま

えた上で、行政が中心となって物流に関

するグランドデザインを設計し、民間も

含めて全体最適なシステム・業務プロセ

ス・空港機能のあり方およびコスト負担

のあり方について合意形成を図るべきで

す。加えて、日本発着の航空貨物を増や

し、日本の経済活性や国民の利便性を向

上させていくためには、高額な上屋の使

用料や着陸料等の見直しを行い、国際競

争に資する環境整備が重要です。

大都市拠点空港の重点整備と
国際拠点空港の環境整備

　ハード面の整備では、貨物施設の安全

確保を前提に国際航空貨物輸送の拠点で

ある大都市拠点空港の重点的な整備と機

能・役割の明確化を図るべきです。成田

空港は、国際物流基地としての位置づけ

を明確にし、第３滑走路整備に伴うター

ミナルの再配置にあわせた貨物施設を整

備していく必要があります。例えば、他

国においては航空機から貨物上屋までを

直結させたCargo Loading Bridge等を設

置した施設や、平地を最大活用した階層

式上屋を建設し、フォークリフトでの移

動を極小化したマテリアルハンドリング

の導入も進んでおり、民間事業者のニー

ズを踏まえた取り組みを検討するべきで

す。また、大型貨物を収容できる保冷庫・

定温庫・低湿庫等、多様化する物流ニー

ズに対応できる施設を増やしていくこと

も必要です。さらには、周辺のインフラ

配置（代理店が展開を進めている場外施

設、周辺道路も含む）について、中長期

的な視点を持って施設の分散化の解消を

しつつ整備・拡充を図る必要があります。
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